
図書館閲覧規定 

１．開館時間 

 １．開館は午前 10時から午後５時までとする。 

 ２．土曜日・日曜日･祭日は原則として休館とする。 

 ３．休暇中の開館日はその都度別に定める。 

２．入館者心得 

 １．公共の施設利用のルールを守ること。館内での飲食は禁止とする。 

 ２．図書を汚したり、破ったりしないこと。 

 ３．館内では私語を慎み静かにすること。 

 ４．携帯電話等の使用は認めない。ただし、授業中などに指示がある場合は使用を認める。 

 ５．授業での自習・ホームルーム活動は監督の先生付き添いの場合に限って利用を認める。 

 ６.休み時間は周囲の迷惑にならないよう自習室利用規定を守って自習すること。 

３．館内閲覧について 

 １．読みたい図書は自由に書架から取り出して読むことができる。 

 ２．読み終わった図書は、ラベルの番号を見て、もとの書架に返却すること。 

 ３．個人閲覧室利用において、腰掛け及びその他の付属品を勝手に移動させてはならない。 

４．館外貸出しについて 

 １．図書の貸出しは１人５冊までとする。 

 ２．本等の資料を係員に示し、貸出し処理を経てから持ち出すこと。 

 ３．返却の手続きは、本等を係員にわたし、返却処理を受けること。 

 ４．貸出しの期間は 14日とする。引き続き借りたい人は期間内に貸出し延長の手続きを

とること。 

 ５．禁帯出のラペルのある図書は原則として貸出しをしない。 

 ６．借りた図書は決して「また貸し」をしてはならない。 

付 則 

 １．新しく購入してほしい図書、その他希望のある場合には係員に申し出ること。 

 ２．図書を汚損、または紛失した場合には相当額の弁償を請求することがある。 


